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旧下谷小学校に関する委員意見 

委員 意見 

越
澤
委
員
長 

区が策定した「東上野四・五丁目地区まちづくりガイドライン（H28.3策定）」は当該

地域に限定した検討であるため、このガイドラインを理由として早急に解体するとして、

区が判断することがよいわけではない。 

 その理由は次のように、この地区が、旧下谷区役所、現台東区役所が立地してきた、

つまり、台東区全体のシビックセンター地区である歴史の重みに対する認識、考慮が必

要であるからである。 

現庁舎は、昨年大規模改修を終えたばかりであるが、２０～３０年後には庁舎の建て

替え時期が必ず来る。建て替えをする際に庁舎をどこに設置するかは区行政の最重要課

題である。旧下谷小学校は、現庁舎の隣接地にあるため、現庁舎を使いながら、新庁舎

を建設するために必要な庁舎建て替え時の移転候補地としての視点、検討が望まれる。 

そのため、区として庁舎建て替え時の庁舎用地確保について政策的に検討した後、保

存または解体の活用方法を判断することが望まれる。その考え方が示されるまでの期間

は、校舎を暫定で活用することが望ましい。 

 

 

吉
川
副
委
員
長 

当該敷地は、上野駅近隣という交通至便地かつ当区のシビックセンターに位置し、隣

接公園が存在しないことが特徴である。一般的には可能な限り既存建物を活用すること

が望ましいが、シビックセンターを適切に形成する過程で、やむを得ない場合には除却

も選択肢となり得ると思料される。除却する場合には、例えば、既存建物の一部保存や

その雰囲気を活かした建物を新築する、小学校としての記念物を保存して展示するコー

ナーを設ける等、都市としての記憶を継承する措置を講じることが望まれる。 

 

 

元
倉
委
員 

この地区（東上野四・五丁目地区）は、台東区の公共施設が集まる拠点地域であるし、

文化施設を加えた再開発が行なわれる可能性の高い。その時ここが建替え用敷地として

有用なことは理解できる。 

しかし、この地区を台東区の顔として、さらに将来を上野公園との関連をもった文化的

な一拠点とするためには、全てを新しくするのではなく、この小学校の歴史及び文化の

価値を最大限にイノベートしていく方が将来に向けて価値を生むのではないか。それに

は多くの投資が必要であるが、新規に施設をつくるよりはるかに魅力的なものにできる

メリットがある。 

校庭はオープンにし、区役所と一対になった地区の広場としてデザインし直す。アト

リウム風に屋根を架けてしまうことも考えられる。 

案としては、台東区美術館、演劇ホール（体育館を建て直す）、ギャラリー、インフォ

メーションセンター、ステキなカフェやレストランなど、いずれも台東区の顔となるよ

うな思い切った企画と改修が必要。 

 

 

 

 

 

 

委員 意見 

山
家
委
員 

エントランス、階段まわりは意匠的に残すべき価値があると思われる。また、教室と

廊下についても面影を残している。学校は廊下と教室が一体となって「学校らしさ」を

もつのであり、改変が見られる事例が多い中、その雰囲気を留めているのは貴重である。

区役所と隣り合い、駅にも近い都心立地である。歴史的建造物と高層ビルが対となった

施設のあり方を参照してはどうか。（かつての赤坂プリンスホテルの旧館と新館、東京駅

と周辺高層ビルとの関係など） 用途としては行政使用が望ましい。 

 

 

野
本
委
員 

 区役所と隣接した立地等を考えると、歴史的価値への配慮を図りつつ、高度利用も含

めた検討が必要と思われます。区役所と一体的活用・整備を図るべきと思います。イメ

ージとしては、シティーセンター（仮）のようなものです。 

具体的には、区役所のほかに、震災時などの区民支援センター機能、区民が集うため

の集会機能を持った小ホール、病院機能、あるいはコンベンションホールなどでしょう

か。集約化により、効率的にもメリットは大きいところです。 
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旧坂本小学校に関する委員意見 

委員 意見 

越
澤
委
員
長 

旧坂本小学校の正門左手に小学校の碑がある。このような碑や部材等は「地域文化の

記憶継承」として重要であるが、これまでの区による保存への配慮は不十分であり反省

すべき点である。 

区内復興小学校３３校は様々な用途で活用されているが、旧坂本小学校を活用する際

は、長期の定期借地方式はしないほうがよい。長期の定期借地をした場合、借地借家法

により原則更地での返還となる。返還方法については、その時点の協議により調整は可

能であるが、最終的には土地の払い下げが起きる事例が想定される。 

区が示す課題（耐震性・老朽化・避難所確保・都道への張り出し・狭隘道路拡幅によ

る防災性向上）だけでは、旧坂本小学校を早急に壊す必要性として理由が弱い。区とし

て旧坂本小学校の活用を決めるまで、暫定利用を続け改修をしながら使用していくこと

が望ましい。（壊すことはいつでもできるが、一度壊してしまうと元には戻せない。） 

活用をする際は、解体するのではなく校庭部分に増築するなどの方法等も検討できる。 

避難所の確保については、周囲のマンションと調整し活用することで対応できると思

われる。その際は、旧坂本小学校の校庭を臨時の避難場所として活用すればよい。 

耐震性について国の基準を満たす必要はあるが、活用用途によりどの程度の安全性を

考慮（強度をあげる）するかは異なると考えられる。例えば、常時利用者がいる保育園

と人がまばらに訪れる美術館などでの活用では、「改修度合と安全性の考え方」に検討を

要する。 

トイレ部分は改修し、民間のトイレ業者（TOTO・LIXIL 等）の「最新トイレのショー

ルーム」的な利用の仕方も想定される。 

 

吉
川
副
委
員
長 

当該敷地は、駅近隣に位置し、隣接公園が存在せず、また区画整理区域外であるため

に周囲の都市基盤が比較的に脆弱であることが特徴である。一般的には可能な限り既存

建物を活用することが望ましく、また周辺の都市基盤の整備過程では必ずしも当該建物

の除却は必須とは言えない。しかし、立地優位性を活かした敷地高度利用を図りつつ、

防災拠点としての機能発揮を含めて地域の都市基盤を整備する過程で、やむを得ない場

合には除却も選択肢となり得ると思料される。除却する場合には、例えば、既存建物の

一部保存やその雰囲気を活かした建物を新築する、小学校としての記念物を保存して展

示するコーナーを設ける等、都市としての記憶を継承する措置を講じることが望まれる。 

 

元
倉
委
員 

道路の狭い密集地だから、防災的な意味でも残したい。北側隣地を合わせて言問通裏

との間を外部ピロティにして、校庭を言問通りと直接つながった広場としてデザインし

直す。周囲の塀は全て取り去ることで周辺の環境を良くすることができる。言問通の歩

道の問題も豊かな歩行者空間に変えられる。鬼子母神側との空間的な連続性もできるの

ではないか。 

上野公園との関連をもった文化施設として思い切ったイノベートする。 

彫刻美術館 演劇センター ダンスボックス 映像センター（藝大？）第２デザイナー

ズビレッジなど。  

 

 

 

 

委員 意見 

山
家
委
員 

エントランス、講堂、階段室は意匠的に残すべき価値があると思われる。厳密には復

興小学校にはあたらないが、講堂と便所のあり方など、復興小学校の空間的特徴をよく

備えている。解体前提ではなく、「検討課題」をクリアすることを目的としたプロポーザ

ルとするべきである。「学校らしい」意匠の継承を考えると全体保存、あるいは多くのボ

リュームの一部保存が望まれる。地域利用のみならず、広域的な利用も考えられる立地

であり、地域の避難拠点に加えてゲストハウスへの転用も考えられる。 

 

 

野
本
委
員 

国立西洋美術館が世界遺産に選ばれたこともあり、台東区はこれから芸術・文化の中

心都市として全国各地や国際的にも売り込みたいところです。 

 具体的には、上野公園内の美術館・博物館、あるいは東京芸術大学と連携を図り、一

部意匠を残しながら整備をしたらどうでしょうか。ブランチ機能を持つのもよいかと思

います。旧小島小学校でスタートした「デザイナーズビレッジ」を、ここで引き継いで

もよいかと思います。 

 

  

 


